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特
別
児
童
扶
養
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
法
令
で
定
め
る
程
度
の

障
が
い
の
あ
る
児
童
（
　
歳
未
満
）
を
監
護
ま
た

20

は
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る

と
き
や
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
公
的
年
金
を

受
け
て
い
る
と
き
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
前
年
の
所
得
が
一
定
以
上
な
ど
の
場
合

は
、
支
給
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◆
概
ね
対
象
と
な
る
障
が
い

▽
療
育
手
帳
　
Ａ
1
、
Ａ
2
、
Ｂ
1
程
度

▽
身
体
障
害
者
手
帳
　
1
級
～
3
級
、
4
級
の

一
部
程
度

▽
疾
病
な
ど
に
よ
り
障
が
い
を
有
す
る
の
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
一
定
の
介

助
や
安
静
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
別
に
定

め
が
あ
り
ま
す
。

◆
手
当
の
額
（月
額
）

▽
1
級
（
重
度
）5
万
5
5
0
円

▽
2
級
（
中
度
）3
万
3
6
7
0
円

◆
手
当
の
支
給
　
認
定
請
求
を
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
対
象
月
と
な
り
ま
す
。

◆
照
会
先
　
子
ど
も
家
庭
課
（
緯
姥
7
7
3
3

姉
姥
7
7
4
8
）

児
童
扶
養
手
当

　
父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
母
子
家

庭
の
　
歳
未
満
の
児
童
（
　
歳
未
満
で
一
定
の

18

20

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
含
む
）
を
監
護

し
て
い
る
方
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
と
き
な
ど
の
場

合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
前
年
の
所

得
が
一
定
以
上
な
ど
の
場
合
は
、
支
給
の
制
限

が
あ
り
ま
す
。

◆
手
当
の
額
（月
額
）

▽
児
童
1
人
の
と
き
　
4
万
1
5
5
0
円

▽
児
童
2
人
の
と
き
　
4
万
6
5
5
0
円

▽
児
童
3
人
以
上
の
と
き
　
3
人
目
か
ら
1
人

増
す
ご
と
に
月
3
0
0
0
円
を
加
算

◆
手
当
の
支
給
　
認
定
請
求
を
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
対
象
月
と
な
り
ま
す
。

◆
照
会
先
　
子
ど
も
家
庭
課
（
緯
姥
7
7
3
3

姉
姥
7
7
4
8
）

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金

　
母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
が
安
定
し
た
職
に
就

け
る
よ
う
給
付
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業
】

　
資
格
（
看
護
師
（
准
看
護
師
）、
介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
の
み
）
取

得
の
た
め
に
、
大
学
、
専
門
学
校
な
ど
で
高
等

技
能
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
給
付
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

▽
支
給
額
　
住
民
税
課
税
・
非
課
税
世
帯
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。

【自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
】

　
指
定
さ
れ
た
教
育
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
支
給
額
　
教
育
訓
練
受
講
料
の
　
％
20

◆
照
会
先
　
条
件
な
ど
詳
細
は
、
児
童
母
子
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
緯
姥
２
２
９
６
　
姉
姥
７
７

６
７
）母
子
自
立
支
援
員
ま
で

「供
市
民
主
権
、
市
民
自
治
僑
自
分
た
ち
の
こ
と
は
、
自
分
た
ち
で
決

め
る
社
会
に
」
を
目
指
し
て
！

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

市
長
と
の
対
話
を
通
し
て
、
市

政
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
意
見
や
提
言
な
ど
を
聴
か
せ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
市
民
の

皆
さ
ん
と
市
長
と
の
「
車
座
集

会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　「
車
座
集
会
」
は
、
各
種
団
体

や
グ
ル
ー
プ
な
ど
を
単
位
に
し

て
、
お
お
む
ね
5
人
か
ら
　
人
15

程
度
で
開
催
す
る
も
の
で
、
要

望
や
苦
情
な
ど
の
行
政
相
談
、

特
定
の
個
人
ま
た
は
団
体
の
権

利
に
関
す
る
内
容
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
市
全
体
ま
た
は
地
域
の
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
な
ど
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
テ
ー
マ
を
決
め
て
い

た
だ
き
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
ひ
ざ
を
付
き
合
わ
せ
て
語
り
合
う

会
で
す
。

　
開
催
の
日
時
、
場
所
や
テ
ー
マ
は
、
事
前
に
代
表
者
と
ご
相
談
い
た
し

ま
す
。

　
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
広
報
課
ま
で
。

◆
照
会
先
　
広
報
課
（
緯
姥
6
8
0
6
）

開開開開開開開開開開開開開
催催催催催催催催催催催催催
ししししししししししししし
ままままままままままままま
せせせせせせせせせせせせせ
んんんんんんんんんんんんん

開
催
し
ま
せ
ん
かかかかかかかかかかかかかか

市市市市市市市市市市市市市長長長長長長長長長長長長長ととととととととととととと「「「「「「「「「「「「「車車車車車車車車車車車車車座座座座座座座座座座座座座集集集集集集集集集集集集集会会会会会会会会会会会会会」」」」」」」」」」」」」市長と「車座集会」をををををををををををををを


